
○津幡町制限付き一般競争入札実施要綱 

平成１９年３月２０日 

津幡町告示第３７号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、津幡町が発注する建設工事の請負契約に係る制限付き一般競争入札（地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の５の２の規定に

より行う一般競争入札をいう。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 制限付き一般競争入札の対象となる建設工事（以下「対象工事」という。）は、別表に

定める工事とする。ただし、災害等における緊急的な工事又は特別な技術を要する工事若しく

は特別の理由のある工事の発注において、町長が特に認めた場合は、この限りでない。 

（入札に参加するものに必要な資格） 

第３条 町長は、請負業者有資格者名簿に登録されているもののうち、対象工事の内容に応じて、

次に掲げる事項のうちから必要と認める事項を、入札に参加する者に必要な資格（以下「入札

参加資格」という。）として定めるものとする。 

（１） 本支店又は営業所の所在に係る事項 

（２） 対象工事種別に係る経営事項審査の総合評定値 

（３） 対象工事種別に係る経営事項審査の年間平均完成工事高 

（４） 技術者の状況 

（５） 施工実績に係る事項 

（６） 施工計画に係る事項 

（７） その他町長が必要と認める事項 

２ 令第１６７条の４の規定に該当する者及び第７条第１項に規定する告示の日から入札の日ま

での間に津幡町及び石川県の指名停止措置を受けた者は、入札に参加できない。 

（選考委員会） 

第４条 町長は、制限付き一般競争入札を行おうとするときは、次の事項についてあらかじめ津

幡町請負業者選考委員会（以下「選考委員会」という。）に審議を行わせるものとする。 

（１） 入札参加資格 

（２） 入札参加資格確認申請書の入札参加資格の有無及びその資格がないと認めた者からの

請求に対する対応 



（３） 特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）に発注することの適否及び

発注しようとするときの構成員数 

（４） その他町長が必要と認める事項 

（事前審査型制限付き一般競争入札の手続） 

第５条 事前審査型制限付き一般競争入札（入札参加資格の有無の確認を入札前に行う制限付き

一般競争入札をいう。）に参加しようとする者は、町長が定める期日までに入札参加資格確認

申請書（様式第１号。以下「確認申請書」という。）に入札参加資格の審査に必要な書類（以

下「関係書類」という。）を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の確認申請書の提出があったときは、選考委員会の意見を聴いて、入札参加資

格の有無を決定するものとする。 

３ 入札参加資格の有無の決定は、確認申請書の提出期限の末日をもって行う。 

４ 町長は、入札参加資格の有無を決定したときは、入札参加資格確認結果通知書（様式第２号）

により第１項の入札参加資格確認申請者に通知するものとする。 

５ 第１項の規定により提出を受けた確認申請書及び関係書類は返却しない。 

６ 確認申請書及び関係書類は、当該申請者以外の者に閲覧させ、若しくは公表し、又は他の目

的に使用してはならない。 

７ 入札終了までの間は、入札参加資格を有する者の氏名等を公表しない。 

（事後審査型制限付き一般競争入札の手続） 

第６条 事後審査型制限付き一般競争入札（入札参加資格の有無の確認を入札後に行う制限付き

一般競争入札をいう。）に参加しようとする者は、町長が定める期日までに入札参加申請書（様

式第３号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の入札参加申請書を受理したときは、当該申請書の提出期限後速やかに、その

旨を同項の入札参加申請者に通知するものとする。 

３ 入札参加資格の有無の確認は、入札後に落札候補者となった者のみについて行い、当該落札

候補者は、町長が定める期日までに確認申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければな

らない。 

４ 落札候補者が前項の町長が定める期日までに確認申請書等を提出しないとき又は落札候補者

が入札参加資格審査のために町長が行う指示に従わないときは、当該落札候補者の入札は、無

効とする。 

５ 入札参加資格の有無の確認は、確認申請書の提出期限の末日をもって行う。 



６ 町長は、落札候補者が入札参加資格があると認めたときは、当該落札候補者に落札決定した

旨を通知するものとする。 

７ 町長は、落札候補者が入札参加資格がないと認めたときは、次順位者を繰り上げて落札候補

者とし、その入札参加資格の有無を確認するものとする。 

８ 前項の規定は、落札者が決定するまで順次適用する。 

９ 第１項及び第３項の規定により提出を受けた確認申請書及び関係書類は返却しない。 

１０ 確認申請書及び関係書類は、当該申請者以外の者に閲覧させ、若しくは公表し、又は他の

目的に使用してはならない。 

１１ 入札終了までの間は、入札参加資格を有する者の氏名等を公表しない。 

（公告） 

第７条 町長は、令第１６７条の６及び津幡町財務規則（昭和６０年津幡町規則第１号）第１１

８条の規定により、入札参加資格、入札の日時及び場所その他入札について必要な事項を公告

するものとする。 

２ 当該工事の入札に関する公告は、津幡町ホームページ内にある入札情報システム（以下「入

札情報システム」という。）、建設業界紙に公表するものとする。 

（無資格者に対する理由説明） 

第８条 第５条第４項又は第６条第６項若しくは第７項第１項の規定により、入札参加資格がな

いと決定を受けた者は、町長に対し、第５条第４項又は第６条第６項若しくは第７項の規定に

よる通知のあった日から７日以内に書面をもって決定理由の説明を求めることができる。 

２ 町長は、前項の規定により説明を求められたときは、書面をもって回答する。 

（設計図書等の閲覧、貸出し及び質問） 

第９条 町長は、第７条に定める公告後、当該工事の単価抜設計書及び関係資料（以下「設計図

書等」という。）を閲覧に供する。 

２ 前項の設計図書等の閲覧は、入札情報システムに掲示することにより行うものとする。ただ

し、やむを得ない理由により、設計図書等を入札情報システムに掲示できない場合は、所定の

閲覧場所において閲覧に供するものとし、入札参加資格を有する者から書面による申請があっ

た場合は、入札公告を行った日の翌日から閲覧、貸出しをするものとする。 

３ 設計図書等に関する質問は、簡易な事項に関するものを除き、書面によらなければならない。 

４ 前項の質問に対する回答は書面によって質問者に通知し、その写しを閲覧に供するものとす

る。 



（入札結果の公表） 

第１０条 町長は、入札が終了したときは、その結果を速やかに公表する。 

（共同企業体の取扱い） 

第１１条 共同企業体の結成は、制限付き一般競争入札に参加しようとする者が自主的に結成す

る自主結成方式とする。 

２ 共同企業体の結成手続は、津幡町特定建設工事共同企業体取扱要綱（平成１９年津幡町告示

第３６号）の規定に基づき行うものとする。 

３ 入札参加資格は、構成員及び共同企業体それぞれに適用するものとする。 

４ 確認申請書は、結成された共同企業体が提出する。 

５ 当該対象工事の共同企業体の構成員は、当該対象工事の他の共同企業体の構成員を兼ねるこ

とができない。 

（雑則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１月１９日津幡町告示第９号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月７日津幡町告示第６号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年６月１２日津幡町告示第５９号） 

この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月２３日津幡町告示第３１号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

制限付き一般競争入札対象工事 

工種 発注予定金額 

土木一式工事 ５，０００万円以上 

建築一式工事 ５，０００万円以上 

管工事 ５，０００万円以上 

電気工事 ５，０００万円以上 

その他工事 ５，０００万円以上 



 



 




